
伊 丹 市 上 下 水 道 局 水 道 管 寄 附 採 納 取 扱 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 開 発 事 業 者 等 申 請 者 （ 以 下 ， 「 申 請 者 」 と い

う 。 ） が 整 備 す る 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） に 対 し て ， 配 水 管

と し て 伊 丹 市 上 下 水 道 局 （ 以 下 ，「 局 」 と い う 。） が 受 理 す る 寄 附

採 納 の 取 扱 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り ， 事 務 の 執 行

に 係 る 基 準 及 び 手 続 き の 適 正 化 に 資 す る と と も に 公 正 な 判 断 を

担 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に 関 す る 用 語 の 定 義 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り

と す る 。  

⑴  寄 附 採 納  申 請 者 が 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） を 局 に 無 償

譲 渡 し ， そ の 譲 渡 を 局 が 受 理 す る こ と を い う 。 寄 附 採 納 さ れ た

水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） は ， 以 後 ， 局 に よ り 維 持 管 理 を 行

う も の と す る 。  

⑵  水 道 管  働 き に よ り 分 類 さ れ て お り ， 導 水 管 ， 送 水 管 ， 配 水

管 及 び 給 水 管 等 を い う 。  

⑶  配 水 管  人 の 飲 用 に 適 す る 水 と し て 浄 水 施 設 で つ く ら れ た 浄

水 を 配 水 池 又 は 配 水 ポ ン プ 場 が 起 点 と な り 需 要 者 の 給 水 装 置

（ 給 水 主 管 又 は 給 水 管 の 分 岐 点 か ら 下 流 ） へ 輸 送 ， 分 配 す る こ

と を 目 的 と し て 局 等 が 整 備 し ， 又 は ， 局 の 管 理 に 属 す る 管 を い

う 。 配 水 本 管 及 び 配 水 支 管 に 分 類 さ れ る 。  

⑷  給 水 装 置  配 水 支 管 か ら 分 岐 し て 設 け ら れ た 給 水 主 管 ， 給 水

管 及 び こ れ に 直 結 す る 給 水 用 具 を い う 。  

⑸  付 属 設 備  遮 断 用 仕 切 弁 ， 制 御 用 仕 切 弁 ， 空 気 弁 ， 減 圧 弁 ，

排 水 設 備 ， 消 火 栓 ， 流 量 計 及 び 水 圧 計 等 を い う 。  

（ 寄 附 採 納 の 要 件 ）  

第 ３ 条  申 請 者 が 整 備 す る 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） に 対 し て ，

配 水 管 と し て 局 が 受 理 す る 寄 附 採 納 の 要 件 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る

と お り と す る 。  



⑴  認 定 道 路 ， 又 は 認 定 道 路 に な る こ と が 決 定 さ れ て い る 土 地 に

整 備 さ れ た 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） で あ る こ と 。  

⑵  ⑴ 以 外 の 場 合 で あ っ て も ， 道 路 管 理 者 又 は 河 川 管 理 者 よ り ，

局 が 所 有 す る も の と し て 条 件 を 付 さ れ た 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含

む 。 ） で あ る こ と 。  

⑶  水 道 管 の 両 端 は ，既 設 配 水 管 と 相 互 連 絡 し て い る こ と ，又 は ，

水 道 管 の 両 端 の い ず れ か 一 方 が ， 既 設 配 水 管 と 連 絡 で き な い 場

合 は ， 維 持 管 理 上 必 要 な 機 能 を 有 し て い る こ と 。  

⑷  局 が 指 定 す る 耐 震 管 で あ る こ と 。  

⑸  局 と 協 議 の 上 決 定 し た 場 所 に ， 必 要 箇 所 数 の 付 属 設 備 を 設 置

し て い る こ と 。  

（ 事 前 相 談 ）  

第 ４ 条  申 請 者 は ， 前 条 に 規 定 す る 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） を

布 設 し よ う と す る 場 合 は ， 余 裕 期 間 を 設 定 し た 上 で ， 局 と 事 前 相

談 を 開 始 し な け れ ば な ら な い 。  

２  余 裕 期 間 と は ， 事 前 相 談 か ら 寄 附 採 納 協 議 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以

下 ， 「 協 議 書 」 と い う 。 ） の 提 出 ま で の 期 間 と し ， ３ ０ 日 以 上 の

日 数 を 設 け る も の と す る 。  

３  申 請 者 は ， 局 に 対 し て ， 余 裕 期 間 中 に 第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 の

確 認 及 び 検 討 並 び に 工 事 の 施 行 体 制 の 整 備 等 に つ い て 相 談 す る

も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 ５ 条  申 請 者 は ， 前 条 第 １ 項 の 事 前 相 談 に よ り 決 定 し た 内 容 に 従

い 寄 附 採 納 を 行 う 場 合 は ， 事 前 相 談 後 ， 速 や か に 局 と 寄 附 採 納 に

係 る 協 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 協 議 は ， 協 議 書 に よ る も の と し ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  設 計 図 面  

⑵  数 量 総 括 表  

⑶  そ の 他 局 が 必 要 と す る 書 類  



（ 協 議 書 の 回 答 ）  

第 ６ 条  局 は ， 前 条 第 ２ 項 の 協 議 書 を 審 査 し ， そ の 内 容 が 第 ３ 条 に

規 定 す る 要 件 を 満 た す と 判 断 し た 場 合 は ， 協 議 書 の 提 出 日 か ら １

４ 日 以 内 に 寄 附 採 納 の 協 議 に 関 す る 回 答 書 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 ，

「 協 議 回 答 書 」 と い う 。 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

２  局 は ， 前 項 に 基 づ く 審 査 に よ り ， そ の 内 容 が 第 ３ 条 に 規 定 す る

要 件 を 満 た さ な い と 判 断 し た 場 合 は ， 協 議 書 を 返 戻 す る も の と す

る 。  

（ 計 画 の 変 更 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は ， 前 条 第 １ 項 の 協 議 回 答 書 の 受 理 か ら 工 事 の 施 行

ま で に ， 第 ５ 条 第 ２ 項 の 協 議 書 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は ， 速

や か に 局 と 寄 附 採 納 に 係 る 計 画 の 変 更 協 議 を 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

２  前 項 の 協 議 は ， 協 議 書 に よ る も の と し ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  設 計 図 面 （ 変 更 ）  

⑵  数 量 総 括 表 （ 変 更 ）  

⑶  そ の 他 局 が 必 要 と す る 書 類  

３  局 は ， 前 条 の 協 議 書 に よ る 協 議 を 受 け た 場 合 は ， 前 条 と 同 様 の

方 法 に よ り 審 査 及 び 回 答 を 行 う も の と す る 。  

（ 工 事 の 施 行 ）  

第 ８ 条  申 請 者 は ， 協 議 回 答 書 の 受 理 後 ， 工 事 の 施 行 を 行 う こ と が

で き る も の と す る 。  

２  申 請 者 は ， 伊 丹 市 上 下 水 道 局 土 木 工 事 共 通 仕 様 書 に 基 づ き 工 事

の 施 行 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  申 請 者 は ， 工 事 の 施 行 に 伴 い 事 前 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 等 を

提 出 し ， 局 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

⑴  施 工 計 画 書  

⑵  材 料 承 認 願  

⑶  給 水 装 置 工 事 申 込 書  



⑷  そ の 他 局 が 必 要 と す る 書 類  

４  水 道 管 に 対 す る 穿 孔 及 び 洗 管 等 は ， 局 職 員 の 立 会 い の も と 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 局 と 協 議 の 上 ， 工 事 写 真 等 の 提 出 に

よ り ， 一 部 の 立 会 い を 省 略 す る こ と が で き る 。  

（ 申 請 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は ， 工 事 完 成 後 ， 速 や か に 局 に 寄 附 採 納 に 係 る 申 請

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 は ，寄 附 採 納 申 請 書（ 様 式 第 ３ 号 。以 下 ，「 申 請 書 」

と い う 。 ） に よ る も の と し ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け

れ ば な ら な い 。  

⑴  竣 工 図 面  

⑵  数 量 総 括 表  

⑶  材 料 証 明 書 類  

⑷  土 地 の 記 録 （ 公 図 ・ 地 積 測 量 図 ・ 登 記 事 項 証 明 書 ）  

⑸  工 事 写 真  

⑹  そ の 他 局 が 必 要 と す る 書 類  

（ 図 面 ）  

第 １ ０ 条  設 計 図 面 及 び 竣 工 図 面 は ， 伊 丹 市 上 下 水 道 局 が 制 定 し た

水 道 工 事 図 面 作 成 基 準 に 基 づ き 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 書 の 回 答 ）  

第 １ １ 条  局 は ， 第 ９ 条 第 ２ 項 の 申 請 書 を 審 査 し ， そ の 内 容 に 基 づ

き 工 事 を 施 行 し た と 判 断 し た 場 合 は ， 提 出 日 か ら １ ４ 日 以 内 に 寄

附 採 納 の 申 請 に 関 す る 回 答 書 （ 様 式 第 ４ 号 。 以 下 ， 「 回 答 書 」 と

い う 。 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

２  局 は ， 第 ９ 条 第 ２ 項 の 申 請 書 の 内 容 に 基 づ き 工 事 を 施 行 し て い

な い と 判 断 し た 場 合 は ， 申 請 者 に 第 ９ 条 第 ２ 項 の 申 請 書 を 返 戻 す

る も の と す る 。  

（ 寄 附 採 納 後 の 維 持 管 理 ）  

第 １ ２ 条  寄 附 採 納 さ れ た 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） は ， 局 が 維

持 管 理 を 行 う も の と す る 。  



２  局 へ の 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） の 固 定 資 産 の 異 動 及 び 管 理

の 移 管 は ， 前 条 第 １ 項 の 回 答 書 の 交 付 日 よ り 発 生 す る も の と す る 。 

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 規 定 す る 協 議 及 び 申 請 等 に 要 す る 費 用 は ， 申

請 者 の 負 担 と す る 。  

（ 契 約 不 適 合 責 任 ）  

第 １ ４ 条  局 は ， 寄 附 採 納 さ れ た 水 道 管 （ 付 属 設 備 を 含 む 。 ） が 種

類 又 は 品 質 に 関 し て 申 請 の 内 容 に 適 合 し な い も の で あ る と き は ，

申 請 者 に 対 し ， 目 的 物 の 修 補 又 は 代 替 物 の 引 渡 し に よ る 履 行 の 追

完 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し ， そ の 履 行 の 追 完 に 過 分 の 費

用 を 要 す る と き は ， 局 は 履 行 の 追 完 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 

２  前 項 に 規 定 す る 請 求 は ， 第 １ １ 条 第 １ 項 の 回 答 書 の 交 付 日 か ら

起 算 し て ２ 年 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し て ， 要 綱 に 定 め の な い も の ， 又 は

新 た に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は ， そ の 都 度 局 が 定 め る 。  

 

 

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


